
第９８回京都市消費生活審議会 次第 
日時：平成 22 年 2 月 5 日（金） 

午後 2 時～ 

   場所：京都市 市民総合相談課 

（市民生活センター）研修室 

 

１ 開会 
   京都市文化市民局長挨拶 

  京都市消費生活審議会会長挨拶 
 
２ 議事 

(1) 消費生活における課題について 
【消費者の安心・安全】 

 

 

 

 

  【消費者教育・情報提供】 
 

 

 

 

(2) 計画の実効性の確保について 
 

 

 

４ その他 

 
 
５ 閉会 
 
資料 
 (1) 消費生活における課題について ・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 (2) 計画の実効性の確保について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

参考（消費者庁 公表資料） 
消費者庁の今後の取組（工程表） ・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

新たな「消費者基本計画」関係 21 年 11 月意見募集時の資料  ・・・・31 

〃      〃       21 年 12 月総論部分スケルトン ・・・35 

 参考 
第９７回審議会の審議概要（意見要約） ・・・・・・・・・・・・・・38 
 

                       ※ 前回(第 97 回)の資料に同じ 

※ 
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第９８回京都市消費生活審議会　　　　座席表



京都市消費生活審議会（第17期）委員名簿
（任期　平成20年12月1日～平成22年11月30日）

氏名 所属団体・役職名 区分

会長 松岡　久和 京都大学大学院法学研究科　　教授 学識

　表示・包装適正化部会
部会長 ・
審議会会長代理

大谷　貴美子 京都府立大学大学院生命環境科学研究科　教授 学識

市川　篤子 市民公募委員 その他

伊藤　義浩 京都市小売商総連合会　　会長 事業者

今嵐　正三 京都府中小企業団体中央会　参事役 事業者

奥原　恒興 京都商工会議所　　専務理事 事業者

狩野　佳代子 京都市生活学校連絡会　副会長（桂生活学校　運営委員長） 消費者

早瀬　善男 京都商店連盟　会長 事業者

星野　光恵 住みよい京都をつくる婦人の会　幹事 消費者

若林　靖永 京都大学大学院経営管理研究部　教授 学識

渡辺　明子 京都生活協同組合　　副理事長 消費者

　消費者苦情処理部会

部会長 山本　克己 京都大学大学院法学研究科　教授 学識

糸瀬　美保 京都弁護士会　　弁護士 学識

尾上　妙子 京都市地域女性連合会　　常任委員 消費者

川口　恭弘 同志社大学法学部・法科大学院　教授 学識

高田　艶子 特定非営利活動法人コンシューマーズ京都(京都消団連)　副理事長 消費者

永井　弘二 京都弁護士会　　弁護士 学識

森田　政子 社団法人京都市老人クラブ連合会　理事 その他

結城　公生 京都新聞社　　論説委員 学識

和久井　郁子 市民公募委員 その他

※　区分は，京都市消費生活条例第37条第2項による。
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  第 97 回審議会の審議概要（意見要約） 

（１）消費生活における課題について  

【消費者の安心・安全】 

 

① 消費生活相談の充実について 

② 複雑，高度化する相談への対応について 

③ 高齢者等のさまざまな見守りの仕組みについて 

 

＜相談業務の周知・広報＞ 
・ インターネット消費生活相談の周知が不十分である。 
・ 窓口周知について，回覧板の活用をもっと行うべきである。 
・ ＵＲＬの周知にＱＲコードを活用するなど，さまざまな技術・手法の活用によって，

情報入手が容易にできるよう，工夫が必要である。 
・ 多重債務相談に関する土曜・日曜の受付について，工夫が必要である。 

 
＜相談業務全般＞ 
・ 消費生活センターが，京都市内には，京都府消費生活安全センターと京都市市民生活

センターの２つがあるので，業務を整理して分担と連携を図るべきである。 
 

＜審議会による調停＞ 
・ （あっせんが活用されていることを前提として）調停は，使いたい人がいれば使える

ように制度として整えておくが，活用することにこだわる必要は無い。 
・ 調停の対象に関して，平成 17 年 10 月施行の消費生活条例では，商品の安全性にかか

る欠陥による消費者被害の案件のみに限る旨の規定を設けず，対象とする範囲に契約上

のトラブルを含むこととしていることについて，さらに周知に努める必要がある。 
 

＜くらしのみはりたい について＞ 
・ 登録後のケアとして，年に 1，2 回，地域ごとに集まり，高齢者の安全・安心につい

て，話し合う機会を設けることを検討すべきである。 
 

＜見守りのネットワークづくり＞ 
・ 一人ぐらしの高齢者に限らず，高齢者のみの二人世帯，若い人と同居しているが別世

帯と同様の高齢者など，地域の高齢者を幅広く見守る視点が必要である。 
・ 見守りの対象者の暮らしのパターン，行動範囲，情報入手先など，対象者の分析研究

をもとに，効果的なネットワークをつくる必要がある。 
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＜不招請勧誘について＞ 
・ 悪質な訪問販売に対して，くらしのみはりたいのシールに抑止効果が認められるので

あれば，条例改正を含め，訪問販売お断りシール等，さまざまな手法で抑止効果を強め

ることを検討するべきである。 
・ 不招請勧誘に対して，大掛かりな網をかけないと，特に高齢者の方などの消費生活の

安全は守れない状況がかなり明らかになってきている。法律の整備を待つばかりではな

く，法律と条例の制度について検討し，積極的に先進的な取組を行うべきである。 
・ 事業者 性悪説に立脚した議論は避けると共に，事業者指導等の前提として，訪問する

営業行為を安易に一括りにすることなく，事業者，事業行為等の詳細な区別を合理的に

きちんと行うことが必要である。  
 

 

 

 

④ 多重債務問題への取組について 

⑤ 住まいの安全の推進について 

 

＜多重債務問題について＞ 
・ 根本的な解決には，雇用問題・労働問題の解決が重要で，ワンストップ・サービス・

デイなど，労働分野との連携をもっと強化すべきである。 
・ 弁護士の相談は，多重債務問題の解決に向け，債務整理ばかりでなく，労働問題の解

決に活用することも，労働基準監督署等につなぐ以外の方法の一つとして検討すべきで

ある。 
・ 労働問題についても，さまざまな相談窓口がもっと連携を図り，消費生活相談等でも

情報提供に努めるべきである。 
・ 多重債務相談に関する土曜・日曜の受付について，工夫が必要である。（再掲） 

 
＜耐震改修の促進について＞ 
・ 耐震改修の各種助成制度は，現在は実績が少ないが，継続する意義はある。 
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⑥ 事業者指導の強化について 

⑦ 食の安全の推進について 

⑧ 表示に関する基準・ガイドラインの取組について 

 

＜事業者指導の強化について＞ 
・ 事業者 性悪説に立脚した議論は避けると共に，事業者指導等の前提として，訪問する

営業行為を安易に一括りにすることなく，事業者，事業行為等の詳細な区別を合理的に

きちんと行うことが必要である。（再掲）  
 

＜「食の安心」と「京都市食の安全・安心に関する条例（仮称）」の内容について＞ 
・ 条例の対象とする事業者の範囲は，食品衛生法で対応可能な範囲と同じであり，また，

ＪＡＳ法関係の違反への対応は最初から除外する考えを示している。それ以外の取組と

して掲げている自主回収の報告・公表は，すでに事業者自らが自主的に実施し，マスコ

ミ報道も行われる情勢になっており，わざわざ条例で扱う意義は認められない。 
・ 産地偽装など昨今の食の安全・安心を揺るがせている問題へ対応しようという姿勢が

見られない。 
・ 食の安心は，消費者が安心できるかということが大事であるが，消費者や消費者団体

の役割等に触れておらず，条例の基本的なところから大事な視点が欠けている。 
  

＜「京都市食の安全・安心に関する条例（仮称）」に関する周知・説明等について＞ 
・ 条例の制定の手続きとして，新たな負担が生じる事業者，条例で守るべき対象である

消費者等に対して，説明や意見聴取が不足している。 
・ 条例を制定後の周知の際は，市民しんぶんに掲載するだけでなく，関係団体への説明

等を丁寧に行っていくべきである。 
 

＜京都市の庁内連携について＞ 
・ 食の安全・安心をはじめ，担当局が複数にまたがる問題では，縦割りを廃した一元的

な取組が必要である。 


